
１　補正概要

846,148 千円

610,128,889 千円

610,975,037 千円

    【歳入の内訳】   

431,771 千円

410,351 千円

403,647 千円）

4,026 千円

２　補正事業の内容
（単位：千円）

 ① 感染拡大防止策と医療提供体制の整備

(0)

40,056

40,056

(69,456)

51,328

120,784

(581,091)

3,818

584,909

※ 予算額欄の上段 (　　) は既決予算額、中段は補正予算、下段は累計。　　　は、新規事業。

2 感染症予防対策事業

新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れる医療機関の
個人防護具、体外式膜型人工肺の購入に要する経費に対し助成す
る。
　・対象施設　感染症指定医療機関等
　・補 助 率　１０／１０（国１／２　県１／２）
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事　業　名 予　算　額

本県における新型コロナウイルスの感染拡大防止策と医療提供体制の整備、学校の臨時休業に伴う課

題等に対応するため、国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策(第２弾)を踏まえ、緊急的に

対応が必要な経費や入学支度金の給付に要する経費などを追加補正します。

補 正 予 算 額

既 決 予 算 額

累 計

社会福祉施設等衛生
用品確保対策事業

（うち財政調整基金取崩

所 管 課事　業　の　概　要

3

社会福祉法人が実施する高齢者福祉施設の多床室の個室化に要
する経費に対し助成する。
　・特別養護老人ホーム　１か所（日田市）
　・補 助 率　１０／１０

高齢者福祉
課

介護サービス基盤整
備事業

令和元年度一般会計３月補正予算(第５号)

そ の 他

繰 入 金

（30年度2月補正後予算比＋2.0%)

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、県が再利用可
能な布製マスクや消毒液等の衛生用品を一括購入し、社会福祉施
設等に配布する。

また、社会福祉施設等の衛生用品の購入に要する経費に対し助
成する。
　・対象施設　高齢者福祉施設、障がい福祉施設、児童福祉
　　　　　　　施設、私立幼稚園等
　・補 助 率　１０／１０

福祉保健企
画課

新

新

- 1 -



 ② 学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応

(23,389)

300,000

323,389

(1,091,797)

68,937

1,160,734

(5,074)

6,040

11,114

(0)

273,599

273,599

(0)

41,370

41,370

 ③ 事業活動の縮小への対応

(0)

61,000

61,000

（参考）既決予算による主な取組

－

－

県内の私立小学校などに入学する児童生徒の精神的負担の軽減
及び学習意欲の醸成を図るため、新年度からの学習準備などに活
用できる商品券を交付する。
　・給付対象　令和２年４月に県内の私立小・中・高等学校等
　　　　　　　に入学する児童生徒
　・給 付 額  １万円／人

私学振興・
青少年課

対　応　額

6 学校給食費

県立学校の給食調理業者の衛生管理を強化するため、職員研修
や設備等の購入に要する経費を助成する。
　・補助対象　①研修参加料、テキスト代等
　　　　　　　②衛生管理に必要な設備の購入経費
　　　　　　　③衛生関係消耗品の購入経費
　・補 助 率　１０／１０（国２／３　県１／３）
　・限 度 額　①  　５千円
　　　　　　　②４５０千円
　　　　　　　③３００千円

事　業　名

8

9

新型コロナウイルスに対する感染防止対策の強化に向けた県内
宿泊施設の受入体制整備を図るため、おんせん県おおいたとして
の効果的な感染防止強化策に取り組む宿泊施設を支援するととも
に、その取組等を広く情報発信する。

観光誘致促
進室

おんせん県宿泊施設
感染症対策強化支援
事業

県内の国公立小学校などに入学する児童生徒の精神的負担の軽
減及び学習意欲の醸成を図るため、新年度からの学習準備などに
活用できる商品券を交付する。
　・給付対象　令和２年４月に県内の国公立小・中・高等学校
　　　　　　　及び特別支援学校等に入学する児童生徒
　・給 付 額  １万円／人

教育改革・
企画課

公立学校等臨時・特
別入学支度金給付事
業

体育保健課

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯
（フリーランス、個人事業主含む）の生計等の維持を図るため、
緊急小口資金等の特例貸付を実施する県社会福祉協議会へ貸付原
資を補助する。
　・補助率　　１０／１０
　・緊急小口資金
　　　貸付上限　 10万円以内（貸付回数１回）
　　　　　　　　 ※学校休業、個人事業主等の場合:20万円以内
　　　　　　　　　［通常］　　　 ［特例］
　　　据置期間 　２月以内　 → 　１年以内
　　　償還期限 　１年以内　 → 　２年以内
　　　貸付利子　  無利子　　→　　無利子
　・総合支援資金
　　　貸付上限 月20万円以内(２人以上)、月15万円以内(単身)
　　　　　　　 (貸付回数原則３回まで)
　　　　　　　　　［通常］　　　 ［特例］
　　　据置期間 　６月以内　 → 　１年以内
　　　償還期限 　10年以内　 → 　10年以内
　　　貸付利子　  年1.5％　 →　　無利子
　　　　　　　  (保証人なし)
　※償還時に、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯について
　　は、償還を免除することが可能

福祉保健企
画課

4

5

特別支援学校等の臨時休業に伴い増加した放課後等デイサービ
スの保護者負担等の軽減に要する経費について、市町村に対し助
成する。
　・補 助 率　１０／１０

2
外国人総合相談セン
ター設置事業

　県内在住外国人等が新型コロナウイルス感染症について相談や
情報収集できる環境を整備するため、民間の多言語コールセン
ターを活用して、外国人総合相談センターと保健所の連携により
１８言語で相談対応を行う。

私立学校臨時・特別
入学支度金給付事業

　中小・小規模事業者の事業継続に要する経費について、低利融
資を実施する。
　・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急対策特別資金(新設)：1.3～1.65%
　　（相談窓口 経営創造・金融課、商工会議所、商工会など）

7

生活福祉資金貸付事
業

国際政策課

所 管 課事　業　の　概　要

経営創造・
金融課

1 中小企業金融対策費

障害福祉課
障がい児通所給付費
等県負担金

（単位：千円）

新

新

新
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